第1号様式(第3条関係)

補助金等交付申請書

年　　月　　日　　

　　(あて先)長崎市長

申請者住所　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　
(団体の場合は、団体名及び代表者名)　　

　　長崎市補助金等交付規則第3条の規定により、次のとおり申請します。
	補助年度
	年度
	補助事業等の名称
	長崎市浄化槽設置費補助金（単独）

	補助事業等の目的及び内容
	浄化槽の設置

	補助事業等の経費所要額
	円

	交付申請金額
	円

	補助事業等の完了予定年月日
	年　　月　　日

	添付書類
	 (1) 事業計画書
 (2) 収支予算書
 (3) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書一式の写し又は
確認済証の写し（新築、増改築の場合のみ）
 (4) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
 (5) 三者の見積書の写し（一者による見積りの場合は、一者
の見積書の写し及び業者選定理由書）
 (6) 浄化槽の設置工事の工事請負契約書の写し
 (7) 浄化槽設備士免状の写し
 (8) 全国浄化槽推進市町村協議会の登録証の写し
 (9) 全国浄化槽推進市町村協議会の登録浄化槽管理票(C票)
 (10) 一般社団法人全国浄化槽団体連合会の保証登録証の写し
 (市町村用)
 (11) 申請者が個人の場合はその者の生年月日、法人等の場合
は役員全員の生年月日が確認できる書類
 (12) 市税等完納証明書
※(8)～(10)については、11人槽以上の場合不要


※ 本申請において、添付された内容を長崎県警察本部等に照会し、身分確認されることを
　了承します。また、その照会で確認された情報に異議を申し立てません。
(注) 補助対象事業に係る仕入れに係る消費税等相当額があり、その額が明らかな場合は、これを減額して申請してください。特に、事業者の方は、裏面の事項に留意してください。

総務編（財団法人ハイウェイ交流センター組織規程）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

総務編（財団法人ハイウェイ交流センター組織規程）
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○補助対象事業に係る仕入れに係る消費税等相当額について

　事業者が、消費税の仕入税額控除制度により消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額の控除を受けた場合において、補助金の充当を受けた経費の消費税額についても控除を受けていると、その補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が事業者の利益となるため、相当する補助金額の返還が必要になります。したがって、補助対象事業に係る仕入れに係る消費税等相当額があり、その額が明らかな場合はこれを減額して申請しなければなりませんが、ほとんどの場合、補助金精算後に行う確定申告によりその正確な額は確定することとなります。（長崎市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第５条第５項、長崎市浄化槽設置費補助金交付要綱第５条第６項）


　事業者においては、次のどちらかの方法により補助金の申請を行ってください。
　
 （1）補助事業等の経費所要額として、消費税等相当額を除いて申請する。
　　　この場合は、補助金に消費税等相当額が含まれていないため、返還等の手続は不要です。

 （2）補助事業等の経費所要額として、消費税等相当額を含めて申請する。
　　　この場合は、補助金に消費税等相当額が含まれているため、消費税の確定申告後に、「仕入れに係る消費税等相当額報告書」による報告が必要となり、補助金の返還がある場合は、その返還が必要です。


　※　（1）、（2）のどちらの方法を選ぶかは、事業者にお任せしますが、消費税等相当額を除いても、算定した補助金額が変わらない場合は（1）による方法をお勧めします。



第 1 号様式 ( 第 3 条関係 )     補助金等交付申請 書     年    月    日           ( あて先 ) 長崎市長     申請 者住 所               氏 名                ( 団体の場合は、団体名及び代表者名 )           長崎市補助金等交付規則第 3 条の規定により、次のとおり申請します。  

補助年度  年度  補助事業等の名称  長崎市浄化槽設置 費 補助金（ 単独 ）  

補助事業等の目的及び内容  浄化槽の設置  

補助事業等の経費所要額  円  

交付申請金額  円  

補助事業等の完了予定年月日  年    月    日  

添付書 類    ( 1 )  事業計画書     ( 2 )  収支予算書     ( 3 )  審査期間を経過した浄化槽設置届出書一式の写し 又は   確認済証の写し（新築、増改築の場合のみ）     ( 4 )  住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書     ( 5 )  三者 の 見積書 の写し （一者 による 見積 り の場合は 、 一者   の見積書 の写し 及び業者選定理由書）     ( 6 )  浄化槽 の 設置工事 の工事 請負契約書 の写し     ( 7 )  浄化槽設備士免状の写し     ( 8 )  全国浄化槽推進市町村協議会の 登録証の写し     ( 9 )   全国浄化槽推進市町村協議会の 登録浄化槽管理票 (C 票 )     ( 10 )   一般社団法人全国浄化槽団体連合会の 保証登録証 の 写し     ( 市町村用 )     (1 1 )   申請者が個人の場合はその者の生年月日、法人等の場合   は役員全員の生年月日が確認できる書類     (12)   市税等完納証明書   ※ ( 8 ) ～ ( 10 ) については、 11 人槽以上の場合不要  

※   本申請において、添付された内容を長崎県警察本部等に照会し、身分確認されることを     了承します。また、その照会で確認された情報に異議を申し立てません。   ( 注 )  補助対象事業に係る仕入れに係る消費税等相当額があり、その額が明らかな場合は、これを 減額して 申請してください。 特に、事業者の方は、裏面の事項に留意してください。  

